
同意人事案件資料（令和８年６月県議会）

委員名 定数 任期 任期満了・辞任者
新たに任命

しようとする者
他の現職者

人事委員会

委員
３人 ４年

大久保 和 代

（県ＯＢ）

［任期満了 6/30］

※再任

大久保 和 代

（県ＯＢ）

長 尾 真

（神姫バス(株)代表取締役社長）

中 上 幹 雄

（弁護士）

監査委員 ４人

識見を

有する者

４年

議員

議員の任期

【議員選任】

岡 つよし

前 田 ともき

［辞任 6/11］

【議員選任】

村 岡 真夕子

佐 藤 良 憲

【識見を有する者】

髙 永 徹

（県ＯＢ）

花 岡 正 浩

（TC神鋼不動産(株) 顧問役）

収用委員会

委員
７人 ３年

中 尾 一 彦

（元神戸土地建物(株)代表取締役会長）

藤 原 昭 一

（元県議会議長）

［任期満了 6/17］

神 原 忠 明

元(株)さくらケーシーエス代表取締役

兼社長執行役員

正 木 恵 子

（一級建築士）

中 川 丈 久

（神戸大学大学院法学研究科教授）

多 田 敏 章

（不動産鑑定士）

森 有 美

（弁護士）

高 橋 正 樹

（弁護士）

福 本 豊

（県ＯＢ）

収用委員会

予備委員

２人

以上
３年

衣 笠 達 也

（県ＯＢ）

山 内 博 司

（県ＯＢ）

［任期満了 6/17］

※再任

衣 笠 達 也

（県ＯＢ）

中 島 達 也

（県ＯＢ）



議 事 順 序 （ 案 ）

第３７５回定例会

第４日（６月１１日）

１ 開 議 宣 告

２ 諸 般 の 報 告

⑴ 本日知事から追加提出された議案（件名一覧表配付）

⑵ 提出された意見書案

３ 議案一括上程

第６５号議案ないし第７６号議案

報第１号ないし報第４号

⑴ 委員会審査報告並びに閉会中の継続審査申出

① 文書報告

総務、健康福祉、産業労働、農政環境、建設、文教、警察の

各常任委員会委員長

⑵ 委員長報告に対する質疑（終局）

⑶ 討 論

斉 藤 なおひろ 議員

北 上 あきひと 議員

増 山 誠 議員

庄 本 えつこ 議員

丸 尾 ま き 議員

小 林 昌 彦 議員

⑷ 表 決（採決方法別紙のとおり）

４ 追加議案一括上程

第７７号議案ないし第７９号議案

⑴ 知事提案説明

⑵ 議事順序の省略議決（簡易採決）

⑶ 討 論



丸 尾 ま き 議員（反対）

⑷ 表 決（採決方法別紙のとおり）

５ 請願一括上程

⑴ 委員会審査報告

（請願の審査結果報告一覧表配付）

① 文書報告

総務、健康福祉、建設、警察の各常任委員会委員長

⑵ 委員長報告に対する質疑（終局）

⑶ 討 論

白 井 たかひろ 議員

久保田 けんじ 議員

⑷ 表 決（採決方法別紙のとおり）

６ 意見書案一括上程

意見書案第９２号ないし意見書案第９９号

⑴ 議事順序の省略議決（簡易採決）

⑵ 討 論

庄 本 えつこ 議員（反対）

⑶ 表 決（採決方法別紙のとおり）

７ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の報告（報告書配付）

（ 休 憩 ）

（ 再 開 ）

８ 議会運営委員会の委員の選任

⑴ 議会運営委員会の委員の定数の決定（簡易採決）

⑵ 議会運営委員会の委員の選任（議長指名、簡易採決）

９ 常任委員会の委員の選任（議長指名、簡易採決）

10 常任委員会の委員長及び副委員長の選任（議長指名、簡易採決）



11 関西広域連合議会議員の選挙

⑴ 選挙の方法

指 名 推 選（簡易採決）

⑵ 指名の方法

議長による指名（簡易採決）

⑶ 議長指名

脇 田 のりかず 議員

迎 山 志 保 議員

長 岡 壯 壽 議員

大 豊 康 臣 議員

⑷ 当選人の決定（簡易採決）

⑸ 当選告知（口頭）

12 兵庫県競馬組合議会議員の選挙

⑴ 選挙の方法

指 名 推 選（簡易採決）

⑵ 指名の方法

議長による指名（簡易採決）

⑶ 議長指名

小 泉 弘 喜 議員

谷 口 俊 介 議員

別 府 けんいち 議員

青 山 暁 議員

浜 田 知 昭 議員

⑷ 当選人の決定（簡易採決）

⑸ 当選告知（口頭）

13 兵庫県・神戸市調整会議構成員の選挙

⑴ 選挙の方法

指 名 推 選（簡易採決）

⑵ 指名の方法

議長による指名（簡易採決）



⑶ 議長指名

⑷ 当選人の決定（簡易採決）

⑸ 当選告知（口頭）

14 常任委員会並びに議会運営委員会の閉会中の継続調査（簡易採決）

15 閉 会 宣 告

16 閉会あいさつ

議 長

知 事



本 日 議 決 予 定 の 議 案 （ 議 決 順 ）

第 ３ ７ ５ 回 定 例 会

令和８年６月１１日

（６月２日に提出された議案）

１ 起立採決

第 ６８ 号議案 認定こども園の認可等に関する条例の一部を改正する条例

第 ６９ 号議案 知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の

一部を改正する条例

２ 簡易採決

第 ６５ 号議案 令和８年度兵庫県一般会計補正予算（第１号）

第 ６６ 号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例

第 ７０ 号議案 兵庫県立学校授業料等徴収条例等の一部を改正する条例

第 ７１ 号議案 兵庫県監査委員に関する条例等の一部を改正する条例

第 ７２ 号議案 和解及び損害賠償額の決定

第 ７３ 号議案 和解及び損害賠償額の決定

第 ７４ 号議案 損害賠償額の決定

第 ７５ 号議案 県営洲本宇原住宅建築工事請負契約の変更

第 ７６ 号議案 沼島漁港泊地区水門工事用仮締切設置工事請負契約の締結

報 第 １ 号 専決処分の承認

報 第 ２ 号 専決処分の承認

報 第 ３ 号 専決処分の承認

報 第 ４ 号 専決処分の承認

３ 起立採決（閉会中の継続審査申出）

第 ６７ 号議案 知事及び副知事の給与の特例に関する条例の一部を改正する条

例

（本日提出された議案）

１ 起立採決

第 ７８ 号議案 監査委員の選任の同意



２ 簡易採決

第 ７７ 号議案 人事委員会の委員の選任の同意

第 ７９ 号議案 収用委員会の委員及び予備委員の任命の同意



本 日 議 決 予 定 の 請 願 （ 議 決 順 ）

第 ３ ７ ５ 回 定 例 会

令和８年６月１１日

Ⅰ 審 査 結 果 報 告

１ 起 立 採 決 （委員長報告、不採択）

第６４号 日本政府が核兵器禁止条約に署名・批准すること及び核兵器禁止

条約関係会議にオブザーバー参加することを求める意見書提出の

件

２ 起 立 採 決 （委員長報告、不採択）

第６６号 臨床研修医募集定員「０名」決定の理由公開と制度改善を求める

件

３ 起 立 採 決 （委員長報告、不採択）

第６７号 大阪国際空港・姫路港の「特定利用空港・港湾」指定に同意しな

いことを求める件

４ 起 立 採 決 （委員長報告、不採択）

第６８号 イベントにおける安全で平穏な観覧環境の確保と表現の自由の両

立に関する件



本日議決予定の意見書案（議決順）

第 ３ ７ ５ 回 定 例 会

令和８年６月１１日

１ 起立採決

意見書案第９２号 安定的皇位継承の国会論議促進を求める意見書

２ 簡易採決

意見書案第９３号 中東情勢に伴う物価高騰・資材不足等への対策強化を求める意

見書

意見書案第９４号 １型糖尿病について難病指定などの支援の充実を求める意見

書

意見書案第９５号 高齢化社会における移動販売車を運営する事業者への支援を

求める意見書

意見書案第９６号 ドクターヘリの安定的かつ持続可能な運用体制の確立を求め

る意見書

意見書案第９７号 ドナーミルクの利用拡大を求める意見書

意見書案第９８号 子供の豊かな学びと育ちを保障するための令和９年度教育予

算拡充を求める意見書

意見書案第９９号 地方財政の充実・強化を求める意見書



第３７５回定例兵庫県議会

議 事 日 程 （ 第 ４ 号 ）

令和８年６月１１日

午前１１時開議

第 １ 第６５号議案ないし第７６号議案

報第１号ないし報第４号

委 員 長 報 告

討 論

表 決

第 ２ 第７７号議案ないし第７９号議案

知事提案説明

討 論

表 決

第 ３ 請 願

委 員 長 報 告

討 論

表 決

第 ４ 意見書案第９２号ないし意見書案第９９号

討 論

表 決

第 ５ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の報告

第 ６ 議会運営委員会の委員の選任

第 ７ 常任委員会の委員の選任

第 ８ 常任委員会の委員長及び副委員長の選任

第 ９ 関西広域連合議会議員の選挙

第 10 兵庫県競馬組合議会議員の選挙

第 11 兵庫県・神戸市調整会議構成員の選挙



第 12 常任委員会並びに議会運営委員会の閉会中の継続調査



本 日 知 事 か ら 追 加 提 出 さ れ た 議 案

第 ３ ７ ５ 回 定 例 会

令和８年６月１１日

第 ７７ 号議案 人事委員会の委員の選任の同意

第 ７８ 号議案 監査委員の選任の同意

第 ７９ 号議案 収用委員会の委員及び予備委員の任命の同意



請願の審査結果報告一覧表

第３７５回定例会

令和８年６月１１日

委 員 会 名請願番号 件 名 審 査 結 果 備 考

総 務

常任委員会

第 64 号 日本政府が核兵器禁止条約に署名・批

准すること及び核兵器禁止条約関係

会議にオブザーバー参加することを

求める意見書提出の件

不採択とすべきもの

健 康 福 祉

常任委員会

第 66 号 臨床研修医募集定員「０名」決定の理

由公開と制度改善を求める件

不採択とすべきもの

建 設

常任委員会

第 67 号 大阪国際空港・姫路港の「特定利用空

港・港湾」指定に同意しないことを求

める件

不採択とすべきもの

警 察

常任委員会

第 68 号 イベントにおける安全で平穏な観覧

環境の確保と表現の自由の両立に関

する件

不採択とすべきもの



意 見 書 案 提 出 書

別紙「安定的皇位継承の国会論議促進を求める意見書」(案) について議決の

上、関係方面に提出されたく、兵庫県議会会議規則第15条第１項の規定に基づき

提出します。

（理由）

本県の公益に関わる事案であり、関係方面に然るべき対応を求めるため

令和８年６月11日

兵庫県議会議長 山 口 晋 平 様

提出者 兵庫県議会議員 北 口 寛 人

〃 斉 藤 なおひろ

〃 谷 井 い さ お

〃 上 野 英 一

〃 戸 井 田 ゆうすけ

〃 飯 島 義 雄

〃 小 泉 弘 喜

〃 中 田 英 一

〃 長 瀬 た け し

〃 太 田 やすふみ

〃 別 府 けんいち

〃 菅 雄 史

〃 橋 本 成 年

92（1）



意見書案 第 92号

安定的皇位継承の国会論議促進を求める意見書

天皇皇后両陛下におかれましては、令和７年１月 17日、阪神・淡路大震災 30

年追悼式典にご臨席のため兵庫県をご訪問くださった。皇族方には阪神・淡路大

震災発災以来、度々ご訪問くださり、被災した県民は温かい励ましを賜り、勇気

づけられてきた。皇室のご存在は、兵庫県のみならず、全国民にとってなくては

ならない非常に重要な存在となっている。

また、悠仁親王殿下には、令和７年９月、秋篠宮皇嗣殿下以来 40年ぶりとな

る男性皇族として成年式をお済ませになられた。９月６日の「加冠の儀」をはじ

め、成年式関連の諸儀式及び諸行事が滞りなく執り行われたことは、誠に慶賀に

堪えないところである。

悠仁親王殿下は、皇位継承順位第２位であり、やがて皇位をご継承されること

が想定される。しかし、現行制度のままでは、将来、皇族数の減少により皇位継

承の安定性に懸念が生じることも想定される。

政府から国会に安定的皇位継承にかかる検討の要請がなされてから４年が経

過するも、必要な法整備は未だに実現していない。

よって、国においては、国民への丁寧な説明を行いながら、安定的な皇位継承

や皇族数確保に向けた国会における論議を建設的かつ具体的に進めるよう要望

する。

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。

令和８年６月 11日

兵庫県議会議長 山 口 晋 平

衆 議 院 議 長 森 英 介 様

参 議 院 議 長 関 口 昌 一 様

内 閣 総 理 大 臣 高 市 早 苗 様

内 閣 官 房 長 官 木 原 稔 様

総 務 大 臣 林 芳 正 様

92（2）



意 見 書 案 提 出 書

別紙「中東情勢に伴う物価高騰・資材不足等への対策強化を求める意見書」

(案)について議決の上、関係方面に提出されたく、兵庫県議会会議規則第15条第

１項の規定に基づき提出します。

（理由）

本県の公益に関わる事案であり、関係方面に然るべき対応を求めるため

令和８年６月11日

兵庫県議会議長 山 口 晋 平 様

提出者 兵庫県議会議員 北 口 寛 人

〃 斉 藤 なおひろ

〃 谷 井 い さ お

〃 上 野 英 一

〃 戸 井 田 ゆうすけ

〃 飯 島 義 雄

〃 小 泉 弘 喜

〃 中 田 英 一

〃 長 瀬 た け し

〃 太 田 やすふみ

〃 別 府 けんいち

〃 菅 雄 史

〃 橋 本 成 年

93の（1）



意見書案 第 93号

中東情勢に伴う物価高騰・資材不足等への対策強化を求める意見書

昨今の中東情勢の緊迫化により、原油価格やエネルギー関連コストの上昇が

続く中、原材料価格の高騰や物流停滞、さらには流通過程における供給の偏在な

どが全国的な課題となっている。加えて、将来的な供給不安への懸念から、一部

では先行確保や買いだめの動きも生じており、資材調達環境は一層不安定化し

ている。こうした影響は、製造業や建設業、物流業、農林水産業をはじめ、幅広

い産業分野へ波及しており、県民生活や地域経済にも大きな影響を与えつつあ

る。

特に本県は、全国有数の製造業集積県であり、多様なものづくり産業や地場産

業が地域経済と雇用を支えていることから、今回の物価高騰や資材不足等の影

響を受けやすい産業構造にある。

現場では、原材料費や燃料費の高騰による利益圧迫、価格転嫁困難、資材調達

の遅延などにより、中小企業・小規模事業者を中心に事業継続への不安が高まっ

ている。

また、十分な在庫確保が困難な事業者ほど影響を受けやすく、工事や生産活動

の停滞、さらには地域経済や雇用への波及も懸念される状況となっている。

よって、国においては、県民生活及び地域経済を守るため、下記の事項につい

て強力に取り組むよう強く要望する。

記

１ 原油・ナフサ関連製品等について、流通経路全体の実態把握を速やかに行い、

供給偏在や流通目詰まりの早期解消を図ること。

２ 石油関連製品及びナフサ由来製品の需給状況について、事業者及び国民に

対し、正確かつ分かりやすい情報発信を徹底し、過度な買占めや不安拡大の抑

制を図ること。

３ 燃料費や原材料費高騰の影響を受ける中小企業・小規模事業者に対し、資金

繰り支援、価格転嫁支援、事業継続支援等を強化すること。

４ 地場産業をはじめ、地域に根差した産業について、燃料高騰や資材不足に対

応するための重点的支援を講じること。

５ 地方公共団体が地域実情に応じた経済対策や事業者支援を柔軟に実施でき

るよう、十分な財政措置及び交付金を確保すること。

６ 今後の国際情勢悪化や長期化も見据え、必要に応じて機動的かつ切れ目の

ない経済対策を講じること。

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。
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令和８年６月 11日

兵庫県議会議長 山 口 晋 平

衆 議 院 議 長 森 英 介 様

参 議 院 議 長 関 口 昌 一 様

内 閣 総 理 大 臣 高 市 早 苗 様

内 閣 官 房 長 官 木 原 稔 様

総 務 大 臣 林 芳 正 様

外 務 大 臣 茂 木 敏 充 様

財 務 大 臣 片 山 さつき 様

厚 生 労 働 大 臣 上 野 賢一郎 様

農 林 水 産 大 臣 鈴 木 憲 和 様

経 済 産 業 大 臣 赤 澤 亮 正 様

国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之 様

環 境 大 臣 石 原 宏 高 様
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意 見 書 案 提 出 書

別紙「１型糖尿病について難病指定などの支援の充実を求める意見書」(案)に

ついて議決の上、関係方面に提出されたく、兵庫県議会会議規則第15条第１項の

規定に基づき提出します。

（理由）

本県の公益に関わる事案であり、関係方面に然るべき対応を求めるため

令和８年６月11日

兵庫県議会議長 山 口 晋 平 様

提出者 兵庫県議会議員 北 口 寛 人

〃 斉 藤 なおひろ

〃 谷 井 い さ お

〃 上 野 英 一

〃 戸 井 田 ゆうすけ

〃 飯 島 義 雄

〃 小 泉 弘 喜

〃 中 田 英 一

〃 長 瀬 た け し

〃 太 田 やすふみ

〃 別 府 けんいち

〃 菅 雄 史

〃 橋 本 成 年

94の（1）



意見書案 第 94号

１型糖尿病について難病指定などの支援の充実を求める意見書

１型糖尿病は、生きていくために必須のホルモンであるインスリンを膵臓で

作れなくなる自己免疫疾患であり、患者は生きていくために生涯にわたり毎日、

注射薬によるインスリン補充が必要で、糖尿病という名前であるが体質及び生

活習慣にも由来する２型糖尿病とは異なる病気であり、現在においては根治療

法がない。

小児期発症が多くみられるため小児糖尿病とも呼ばれ、この病気の唯一の医

療費の公的な支援制度は、児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病による医療費

助成（18歳未満だが条件によっては 20 歳未満）であり、20歳を過ぎると支援

制度がなくなる。このため、患者は生涯、高額な医療費という経済的負担に苦

しんでいる。この経済的負担は医療の質の低下をもたらしかねず、慢性的高血

糖を引き起こし、失明や糖尿病性腎症（人工透析の導入）など重大な合併症の

リスクを高めることになる。

20歳以上の患者への医療費支援制度を実現することにより、合併症が減少し、

ひいては国民の総医療費の縮減につながると考える。

このため国に対し、１型糖尿病が原因不明で根治療法がなく、生涯にわたり

継続的な治療を必要とする疾病である実態を踏まえ、指定難病制度における位

置付けについて速やかに検討し、難病指定を行うことを求める。

なお、当面の対応策として 1 型糖尿病患者への医療費助成を 25 歳まで引き

上げることを強く要望する。

以上、地方自治法第 99条の規定に基づき、意見書を提出する。

令和８年６月 11日

兵庫県議会議長 山 口 晋 平

衆 議 院 議 長 森 英 介 様

参 議 院 議 長 関 口 昌 一 様

内 閣 総 理 大 臣 高 市 早 苗 様

内 閣 官 房 長 官 木 原 稔 様

総 務 大 臣 林 芳 正 様

財 務 大 臣 片 山 さつき 様

厚 生 労 働 大 臣 上 野 賢一郎 様
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意 見 書 案 提 出 書

別紙「高齢化社会における移動販売車を運営する事業者への支援を求める意見

書」(案)について議決の上、関係方面に提出されたく、兵庫県議会会議規則第15

条第１項の規定に基づき提出します。

（理由）

本県の公益に関わる事案であり、関係方面に然るべき対応を求めるため

令和８年６月11日

兵庫県議会議長 山 口 晋 平 様

提出者 兵庫県議会議員 北 口 寛 人

〃 斉 藤 なおひろ

〃 谷 井 い さ お

〃 上 野 英 一

〃 戸 井 田 ゆうすけ

〃 飯 島 義 雄

〃 小 泉 弘 喜

〃 中 田 英 一

〃 長 瀬 た け し

〃 太 田 やすふみ

〃 別 府 けんいち

〃 菅 雄 史

〃 橋 本 成 年
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意見書案 第 95号

高齢化社会における移動販売車を運営する事業者への支援を求める意見書

高齢化する地域社会における買物難民対策として移動販売車が注目されてい

る。過疎地域やオールドニュータウン等の地域においては、運転免許証を返納

したり、足が悪くなったりした高齢者等の交通弱者が、買物に苦慮しているの

が現状である。

そのような中で、軽トラック等を活用した移動販売車を事業者が巡回させ、

地域で歓迎されている事例が増えてきている。

移動販売車は次のような特徴がある。

単なる注文配送でなく、高齢者等が自ら商品を選択でき、買物を楽しめるこ

と。冷凍庫を備え、魚・肉・野菜・果物など新鮮な食品を提供できること。移

動販売車の巡回により、各地域では高齢者のふれあいの場となること。安否確

認の機会になること。引きこもりがちな高齢者の外出の機会になること。

以上のように、移動販売車は高齢化する社会において、民間の事業者が担う

不可欠の社会資本としての役割を果たしている一方で、販売効率が悪く経営は

厳しいものがある。

企業の社会貢献など事業者の善意に任せるだけでなく、国としても移動販売

車の役割を認識し、車両に係る税負担の軽減、運行経費や燃料費への支援など、

地域の買物難民対策を担う移動販売事業者に対する必要な税財政等の措置を講

じ、国において移動販売車を運営する事業者への支援を求める。

以上、地方自治法第 99条の規定に基づき、意見書を提出する。

令和８年６月 11日

兵庫県議会議長 山 口 晋 平

衆 議 院 議 長 森 英 介 様

参 議 院 議 長 関 口 昌 一 様

内 閣 総 理 大 臣 高 市 早 苗 様

内 閣 官 房 長 官 木 原 稔 様

総 務 大 臣 林 芳 正 様

財 務 大 臣 片 山 さつき 様

経 済 産 業 大 臣 赤 澤 亮 正 様
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意 見 書 案 提 出 書

別紙「ドクターヘリの安定的かつ持続可能な運用体制の確立を求める意見書」

(案)について議決の上、関係方面に提出されたく、兵庫県議会会議規則第15条第

１項の規定に基づき提出します。

（理由）

本県の公益に関わる事案であり、関係方面に然るべき対応を求めるため

令和８年６月11日

兵庫県議会議長 山 口 晋 平 様

提出者 兵庫県議会議員 北 口 寛 人

〃 斉 藤 なおひろ

〃 谷 井 い さ お

〃 上 野 英 一

〃 戸 井 田 ゆうすけ

〃 飯 島 義 雄

〃 小 泉 弘 喜

〃 中 田 英 一

〃 長 瀬 た け し

〃 太 田 やすふみ

〃 別 府 けんいち

〃 菅 雄 史

〃 橋 本 成 年
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意見書案 第 96号

ドクターヘリの安定的かつ持続可能な運用体制の確立を求める意見書

ドクターヘリは、医師等が迅速に救急現場へ到着し治療を開始できる手段と

して、救命率の向上や後遺症の軽減に大きく寄与する重要な医療インフラであ

り、特に陸路搬送に時間を要する山間部や離島を抱える地域において不可欠な

役割を果たしている。兵庫県においても、平時の救急医療にとどまらず災害の時

医療でも、県民の生命と健康を守る重要な機能を担っている。

しかし近年、操縦士及び整備士等の人材不足や運航経費の高騰により、全国的

にドクターヘリの運航事業者の確保が困難となっている。整備士不足を主因と

する運航停止は、広域連携による相互応援体制をもってしても十分に補えない

可能性があり、地域や時間帯によっては、救命の機会が損なわれかねない重大な

課題である。また、燃料費・人件費の高騰、機体整備費の上昇は、運航事業者の

経営負担を年々増大させる一方で、国の補助制度は必ずしも実態に即したもの

となっておらず、安定的・持続的な運航の確保に支障を来している。

このような状況を踏まえ、国は令和８年３月、予備機及び整備士に関する取扱

いを当面の間緩和し、地域の実情に応じた運航体制の検討を都道府県に促した

が、全国共通の構造的課題に対し、都道府県の努力のみで安定的な運航体制を維

持することには限界があり、制度の持続性を確保するためには、新たな立法措置

も視野に国が主体的に財政措置や人材育成を含む制度的支援を強化することが

不可欠である。

よって、国におかれては、下記の事項について早急に取り組むことを強く要望

する。

記

１ 航空人材の不足は深刻であり、操縦士及び整備士等の計画的な育成・確保に

向け、養成機関への支援、研修体制の強化、処遇改善等を含む国主導の総合的

対策を講じるとともに、新たな立法措置も検討すること。

２ 老朽化が進む機体の更新や代替機確保に対する支援制度を検討すること。

３ 近年、交付率が 70％程度に留まっている医療提供体制推進事業費補助金（ド

クターヘリ関係）について、十分な予算を確保すること。

４ 陸路搬送に時間を要する山間部や離島を対象として広域的な運航を行う場

合には、運航実績に応じた補助基準額の引上げを行うこと。

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。
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令和８年６月 11日

兵庫県議会議長 山 口 晋 平

衆 議 院 議 長 森 英 介 様

参 議 院 議 長 関 口 昌 一 様

内 閣 総 理 大 臣 高 市 早 苗 様

内 閣 官 房 長 官 木 原 稔 様

総 務 大 臣 林 芳 正 様

法 務 大 臣 平 口 洋 様

財 務 大 臣 片 山 さつき 様

厚 生 労 働 大 臣 上 野 賢一郎 様

国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之 様

内閣府特命担当大臣
（ 防 災 ）

あかま 二 郎 様
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意 見 書 案 提 出 書

別紙「ドナーミルクの利用拡大を求める意見書」(案)について議決の上、関係

方面に提出されたく、兵庫県議会会議規則第15条第１項の規定に基づき提出しま

す。

（理由）

本県の公益に関わる事案であり、関係方面に然るべき対応を求めるため

令和８年６月11日

兵庫県議会議長 山 口 晋 平 様

提出者 兵庫県議会議員 北 口 寛 人

〃 斉 藤 なおひろ

〃 谷 井 い さ お

〃 上 野 英 一

〃 戸 井 田 ゆうすけ

〃 飯 島 義 雄

〃 小 泉 弘 喜

〃 中 田 英 一

〃 長 瀬 た け し

〃 太 田 やすふみ

〃 別 府 けんいち

〃 菅 雄 史

〃 橋 本 成 年
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意見書案 第 97 号

ドナーミルクの利用拡大を求める意見書

我が国では、出生時の体重が 2,500 グラム未満の低出生体重児が、

約 10 人に１人の割合で生まれている。特に、医療的なケアや継続的な

支援が必要とされる 1,500 グラム未満の極低出生体重児にとっては、

感染症や合併症等のリスクを減らすため、出産後すぐに母乳を与える

ことが有効とされている。

しかし、早産や帝王切開など母体の健康状態等により、母親から十

分な母乳が得られない場合があり、寄付された母乳である「ドナーミ

ルク」を提供する「母乳バンク」の取組は極めて重要である。

現在、我が国では、一般社団法人日本母乳バンク協会と一般財団法

人日本財団母乳バンクの２法人が国内３箇所の母乳バンク拠点の運営

を担い、ドナーミルクを医療機関に提供しているが、法的な仕組みと

しては位置付けられていない。また、ドナーミルクの使用に伴う費用

等が実質的に医療機関の負担となっていることに加え、ドナー登録に

おける事務処理等が登録施設の拡充を阻んでいると考えられる。

よって国においては、低出生体重児等の命を守り、その健やかな成

長を支える観点から、次の事項について所要の措置を講じられるよう

強く要望する。

記

１ 医療機関がドナーミルクを必要とする乳児に十分提供できるよう、

ドナーミルクの法的位置付けを一日も早く明確化すること。

２ ドナーミルクを安定的に供給するため、母乳バンクの運営、ドナ

ーミルクの殺菌処理及びドナーの検査等に対する支援を行うこと。

３ ドナー登録者数を増やすため、産婦健康診査時や産後ケア等での

周知機会の拡大を進めること。

４ ドナーミルクの重要性及び正しい知識について、医療現場及び国

民に対し広く普及啓発を図ること。

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

97（2）



令和８年６月 11 日

兵庫県議会議長 山 口 晋 平

衆 議 院 議 長 森 英 介 様

参 議 院 議 長 関 口 昌 一 様

内 閣 総 理 大 臣 高 市 早 苗 様

内 閣 官 房 長 官 木 原 稔 様

総 務 大 臣 林 芳 正 様

法 務 大 臣 平 口 洋 様

財 務 大 臣 片 山 さつき 様

厚 生 労 働 大 臣 上 野 賢一郎 様

内 閣 府 特 命 担 当 大 臣
（ こ ど も 政 策 ）

黄川田 仁 志 様

97（3）



意 見 書 案 提 出 書

別紙「子供の豊かな学びと育ちを保障するための令和９年度教育予算拡充を求

める意見書」(案)について議決の上、関係方面に提出されたく、兵庫県議会会議

規則第15条第１項の規定に基づき提出します。

（理由）

本県の公益に関わる事案であり、関係方面に然るべき対応を求めるため

令和８年６月11日

兵庫県議会議長 山 口 晋 平 様

提出者 兵庫県議会議員 北 口 寛 人

〃 斉 藤 なおひろ

〃 谷 井 い さ お

〃 上 野 英 一

〃 戸 井 田 ゆうすけ

〃 飯 島 義 雄

〃 小 泉 弘 喜

〃 中 田 英 一

〃 長 瀬 た け し

〃 太 田 やすふみ

〃 別 府 けんいち

〃 菅 雄 史

〃 橋 本 成 年
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意見書案 第 9 8 号

子供の豊かな学びと育ちを保障するための令和９年度教

育予算拡充を求める意見書

学校現場では、貧困・いじめ・不登校・教職員の長時間労働や未配

置など解決すべき課題が山積しており、子供の豊かな学びを保障する

ための教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況

となっている。豊かな学びや学校の働き方改革を実現するためには、

加配教員の増員や少数職種の配置増など教職員定数改善が不可欠であ

る。

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

が改正され、小学校に続き中学校の学級編制標準は令和 1 0 年度まで

に 3 5 人に引き下げられる。今後は、高等学校での早期実施と、きめ

細かい教育活動を進めるために、更なる学級編制標準の引き下げ、少

人数学級の実現が必要である。また、４月から学校の働き方改革が進

められるが、「学校と教師の業務の３分類」にかかわらず業務の外部

移行・委託を行うための国による地方公共団体への財政措置等が不可

欠である。

一方、厳しい財政状況の中、独自財源により人的措置等を行ってい

る地方公共団体もあるが、地方公共団体間の教育格差が生じることは

大きな問題である。義務教育費国庫負担制度については、平成 1 8 年

に国庫負担率が２分の１から３分の１に引き下げられた。国の施策と

して定数改善にむけた財源保障をし、子供たちが全国のどこに住んで

いても、一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請である。豊

かな子供の学びを保障するための条件整備が必要不可欠である。

よって、国におかれては、上記の状況を踏まえ、下記事項に取り組

まれるよう強く要望する。

記

１ 教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負

担制度の安定的な財源確保及び国庫負担率の引き上げの検討を含む

必要な財政措置を充実すること。

２ 学校の働き方改革・長時間労働是正を実現するため、教員不足の

解消に向け、必要な教職員配置及び教育支援人材の確保を図るとと

もに、少数職種（養護教員、栄養教職員、事務職員）の教職員定数

改善を推進すること。また、スクール・サポート・スタッフやスク

ールカウンセラー、日本語指導支援員等の配置拡充を図ること。

３ 地方公共団体で国の標準を下回る「学級編制標準の弾力的運用」
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の実施ができるよう加配の削減は行わないこと。

４ 小・中学校での地域や学校の実情に応じた、きめ細やかな指導体

制の充実について検討すること。あわせて、高等学校での 35 人学

級を早急に実施すること。

５ 教職員の処遇について、新規採用を持続的に確保し、専門性を発

揮し意欲をもって働くことができるよう、改善に必要な財政措置を

講じること。

６ 地方公共団体が「学校と教師の業務の３分類」をはじめとした働

き方改革を実行するのに必要な財政措置を講じること。

以上、地方自治法第 9 9 条の規定により意見書を提出する。

令和８年６月 日

兵庫県議会議長 山 口 晋 平

衆 議 院 議 長 森 英 介 様

参 議 院 議 長 関 口 昌 一 様

内 閣 総 理 大 臣 高 市 早 苗 様

内 閣 官 房 長 官 木 原 稔 様

総 務 大 臣 林 芳 正 様

財 務 大 臣 片 山 さつき 様

文 部 科 学 大 臣 松 本 洋 平 様
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意 見 書 案 提 出 書

別紙「地方財政の充実・強化を求める意見書」(案)について議決の上、関係方

面に提出されたく、兵庫県議会会議規則第15条第１項の規定に基づき提出します。

（理由）

本県の公益に関わる事案であり、関係方面に然るべき対応を求めるため

令和８年６月11日

兵庫県議会議長 山 口 晋 平 様

提出者 兵庫県議会議員 北 口 寛 人

〃 斉 藤 なおひろ

〃 谷 井 い さ お

〃 上 野 英 一

〃 戸 井 田 ゆうすけ

〃 飯 島 義 雄

〃 小 泉 弘 喜

〃 中 田 英 一

〃 長 瀬 た け し

〃 太 田 やすふみ

〃 別 府 けんいち

〃 菅 雄 史

〃 橋 本 成 年
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意見書案 第 99号

地方財政の充実・強化を求める意見書

いま、地方公共団体には、急激な少子・高齢化にともなう社会保障制度の整備、

子育て施策、人口減少下における地域活性化対策はもとより、ＤＸの推進、脱炭

素化、物価高騰対策など、極めて多岐にわたる役割が求められている。加えて、

多発化する大規模災害への対応も求められる中、地域公共サービスを担う人員は

慢性的に不足している。

政府はこれまで「骨太方針」に基づき、地方一般財源の前年度水準を確保する

姿勢を示してきたが、物価高騰や資材・労務費の上昇による行政コストの増大も

踏まえ、より積極的な財源の確保が求められる。

よって、国におかれては、来年度の地方財政計画においても、物価高騰に対応

しつつ、社会全体の賃上げ基調と相応する人件費の確保も踏まえて、地方財政の

充実・強化を図るため、下記の事項を実現するよう強く要望する。

記

１ 社会保障の充実、地域活性化、自治体ＤＸ、脱炭素化、物価高騰対策、教育

の無償化、防災・減災、地域公共交通の再構築など、増大する地方公共団体の

財政需要を的確に把握するとともに、それを支える人件費を重視しつつ、現行

の水準にとどまらない、より積極的な地方財源の確保・充実をはかること。

２ 急増する社会保障ニーズが地方公共団体の一般行政経費を圧迫していること

から、引き続き、地方単独事業分も含めた、十分な社会保障経費の拡充をはか

ること。特に、地域を支える人材確保にむけた地方公共団体の取組に十分配慮

した財政措置を講じること。

３ 臨時財政対策債に頼らない、より自律的な地方財政の確立に向け、地方交付

税総額の安定的な確保及び地方財政の持続可能性の向上に取り組むこと。また、

地域間の財源偏在性の是正に向け、税財政制度のあり方について検討すること。

４ 政府として減税政策を検討する際は、地方財政を棄損することがないよう、

あらかじめ「国と地方の協議の場」を活用するなどし、特段の配慮を行うとと

もに、地方財政に影響を及ぼす制度改正を行う際には、地方公共団体の意見を

十分に踏まえ必要な財政措置を講じること。

５ 会計年度任用職員の更なる処遇改善のため、十分な財政措置を講じること。

６ 地域医療を安定的に確保する観点から、物価高騰および人件費の上昇を踏ま

え、公立病院に対する十分な財政支援を講じること。

以上、地方自治法第 99条の規定に基づき、意見書を提出する。
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令和８年６月 11日

兵庫県議会議長 山 口 晋 平

衆 議 院 議 長 森 英 介 様

参 議 院 議 長 関 口 昌 一 様

内 閣 総 理 大 臣 高 市 早 苗 様

内 閣 官 房 長 官 木 原 稔 様

総 務 大 臣 林 芳 正 様

財 務 大 臣 片 山 さつき 様

文 部 科 学 大 臣 松 本 洋 平 様

厚 生 労 働 大 臣 上 野 賢一郎 様

経 済 産 業 大 臣 赤 澤 亮 正 様

国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之 様

環 境 大 臣 石 原 宏 高 様

99（3）



議 会 運 営 委 員 会 委 員 名 簿

令和８年６月 11日

松 本 裕 一

谷 口 俊 介

上 野 英 一

島 山 清 史

谷 井 い さ お

戸 井 田 ゆ う す け

北 口 寛 人

風 早 ひ さ お

飯 島 義 雄

斉 藤 な お ひ ろ

高 橋 み つ ひ ろ

山 口 晋 平



常 任 委 員 会 委 員 名 簿

（令和８年６月 11日）

区 分
（定数）

総 務

（１３）

健 康 福 祉

（１３）

産 業 労 働

（１２）

農 政 環 境

（１２）

建 設

（１２）

文 教

（１２）

警 察

（１２）

委 員 長 橘 秀太郎 小 泉 弘 喜 飯 島 義 雄 富 山 恵 二 松 本 裕 一 門 隆 志 天 野 文 夫

副委員長 住 本 陽 子 白 井 かずや 伊 藤 栄 介 小 西 ひろのり 松 尾 智 美 前 井 ま き 大 矢 卓 志

委 員

長 崎 寛 親

庄 本 えつこ

水 田 裕一郎

大 前 はるよ

内 藤 兵 衛

増 山 誠

上 野 英 一

島 山 清 史

谷 井 いさお

長 瀬 たけし

高 橋 みつひろ

久保田 けんじ

前 田 ともき

麻 田 寿 美

白 井 たかひろ

伊 藤 傑

北 野 実

別 府 けんいち

青 山 暁

太 田 やすふみ

藤 田 孝 夫

北 村 智

中 村 大 輔

岡 つよし

黒 田 一 美

越 田 浩 矢

赤 石 まさお

竹 尾 ともえ

松 本 隆 弘

山 口 晋 平

石 川 憲 幸

さかた たかのり

北 浜 みどり

丸 尾 ま き

なかい 隆 晃

中 田 英 一

岸 本 かずなお

北 口 寛 人

大 上 和 則

大 豊 康 臣

迎 山 志 保

奥 谷 謙 一

鍔 木 良 子

大 原 隼 人

伊 藤 勝 正

長 岡 壯 壽

石 井 秀 武

浜 田 知 昭

北 川 泰 寿

脇 田 のりかず

大 塚 公 彦

里 見 孝 枝

村 岡 真夕子

小 林 昌 彦

佐 藤 良 憲

橋 本 成 年

藤 本 百 男

風 早 ひさお

山 本 敏 信

菅 雄 史

吉 岡 たけし

谷 口 俊 介

原 テツアキ

北 上 あきひと

戸井田 ゆうすけ

黒 川 治

岸 口 みのる

斉 藤 なおひろ

（注）健康福祉、農政環境、建設、警察常任委員会は欠員各１名



常任委員会並びに議会運営委員会の閉会中の継続調査事項申出一覧表

令和８年６月 11 日

総務常任委員会

１ 県民との情報共有の推進について

２ 市町振興について

３ 公文書の管理・県政情報の公開等の推進について

４ 県政を支える職員の養成と働き方の推進について

５ 県庁舎再整備の推進について

６ 地方分権の推進について

７ 新たな兵庫の創生に向けた総合的推進について

８ デジタル化の推進について

９ 持続可能な行財政基盤の確立について

10 参画と協働による県民躍動の推進と安全で安心なくらしの実現につ

いて

11 芸術文化の振興について

12 男女共同参画の推進と青少年の健全育成について

13 スポーツ振興について

14 防災・危機管理対策の総合的推進について

健康福祉常任委員会

１ 地域福祉力の向上と社会福祉基盤の充実について

２ 高齢者の安心確保と子ども・子育て支援の充実について

３ ユニバーサル社会づくりと障害者のくらし支援について

４ 医療確保と健康づくりについて

産業労働常任委員会

１ 産業労働施策の総合的な推進について

２ 兵庫を牽引する新たな産業の創出について

３ 中小企業の経営基盤の強化・持続的な発展について

４ 地域経済を支える人材の育成・確保について

５ 国際交流の推進について

６ 観光による交流人口の拡大について

農政環境常任委員会

１ 食料の安定供給と農林水産業の持続的発展について

２ 農業の振興と農村の活性化について

３ 林業の振興と森林の有する多面的機能の維持・向上について

４ 水産業の振興と漁港・漁村の活性化について

５ 総合的な環境施策の推進と循環型社会の構築について

６ 健全な生態系の保全・再生と地域環境負荷の低減について



建設常任委員会

１ 交通基盤等の整備について

２ 安全・安心な県土づくりについて

３ 魅力あるまちづくりについて

４ 快適な住まいづくりについて

５ 企業庁事業の推進について

文教常任委員会

１ 予測困難な時代を生き抜く力を育む教育の推進について

２ すべての子どもたちが自分らしく安心して過ごせる学校・家庭・地

域等の構築について

３ 安心・安全で質の高い学びを実現する教育環境の整備・充実につい

て

警察常任委員会

１ 警察組織・活動基盤の整備充実について

２ 重要犯罪の徹底検挙について

３ 暴力団の壊滅と組織犯罪対策の推進について

４ サイバーセキュリティ対策の推進について

５ 人身安全関連事案への的確な対応と特殊詐欺対策を始めとする地域

の安全安心を守る犯罪抑止対策の推進について

６ 安全・安心・快適な交通社会の実現について

７ テロ対策、大規模災害対策等の推進について

議会運営委員会

１ 次期定例会の日程等議会の運営に関する事項について

２ 議会の会議規則、委員会条例等に関する事項について

３ 議長の諮問に関する事項について



議会内における選挙の円滑な運営に係る確認事項

本県議会における議会内選挙の適正な運営に向けて、氏名を正確に記載することの

徹底が図られたところであるが、改めて、有効・無効の判断が難しい投票がある場合

の議事運営について、下記のとおり確認する。

１ 開票作業

⑴ 開票作業に当たる職員は、投票用紙の記載内容を立会人が確認できるよう、丁

寧に開票作業を進めることとし、有効・無効の判断が難しい投票については、あ

らかじめ、他の投票と明確に区別する。

⑵ 立会人は、上記１⑴で区別された投票について、速やかに有効・無効の判断を

行い、必要な場合は、自らの意見を議長あて表明する。

２ 結果の報告

議長は、上記１⑵の立会人の意見を聞いた上で、投票の有効・無効を決定し、選

挙結果の報告を行う。

ただし、投票の有効・無効に係る立会人の意見が分かれるなど、選挙に関する疑

義が生じた場合は、会議規則第 34条の規定により、議長が会議にはかって決める。

３ 異議申し立て

上記２の選挙結果の報告に対して異議のある議員は、報告の後、直ちに議長の許

可を得た上で、議席において、その内容を明らかにした上で異議申し立てを行う。

４ 効力の決定

⑴ 議長は、選挙に関する疑義が生じた場合、または、異議申し立てがあった場合

には、この取扱に係る議事運営について協議を行う議会運営委員会（改選年等で

議運未設置の場合は各会派代表者会議、以下同じ）を開催するため、会議を暫時

休憩する。なお、議場の開鎖に当たっては、議長は職員に対して投票用紙の保存

を命じる。

⑵ 議会運営委員会において、表決方法（記名投票、無記名投票、起立表決）等を

決定した後、会議を再開し、議員の表決により、投票の有効・無効を決する。

⑶ 上記４⑵の議会運営委員会では、必要に応じて開票結果に係る立会人の意見等

を聴取するとともに、議員が自身の態度を判断する際に必要な措置を協議するこ

ととする。


